
※１ 応募資格、業務実施範囲等について審査します。
※２ 事故等があった場合は、土木建築事務所へ連絡してください。
※３ 検査に合格しなかった場合、修補を命じることになります。
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サポート団体に決定決定通知書受領

委託契約書の締結

業務実施の事前連絡
（３日前まで）

安全設備の貸与

サポート業務の実施
（※２）

業務実施報告
完了検査
（※３）

確認書送付確認書受領

委託料請求書送付

委託料受領

委託料の支払


